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市政懇談会が開催されました

住宅の敷地として利用されてい

る土地（「住宅用地」といいます。）は、

固定資産税が軽減されています。

◇納税者の皆さまへのお願い
・この住宅用地を店舗や貸しガレー

ジなど住宅以外の用途の敷地に変

更された場合や住宅以外の用途か

ら住宅用地に変更された場合は、物

件のある区役所･支所の固定資産税

担当課へ必ず申告してください。

●問合せ先／区固定資産税課（☎

592-3164）

固定資産税の住宅用地に関する申告について

３月４日、区役所において京都市

市民憲章推進者区長表彰式が行わ

れました。平成25年度の推薦テーマ

＜はばたけ未来へ！あらゆる京都

の力を合わせて～「京都に住んでい

てよかった」と感じる魅力あふれる

まちづくり～＞と５つの実践目標

に基づき、活動を推進してこられた

区民16名と２団体に、区長から表彰

状が贈られました。

実践目標
①【環境保全活動等】「DO YOU KYOTO?

（環境にいいことしていますか？）」

を合言葉に環境にやさしく豊かな

暮らしを実践しましょう

②【安心・安全なまちづくり、福祉、

スポーツ活動、人権全般等】地域の

つながりを大切に、みんなで支え合

いながら、安心・安全に暮らせるま

ちをきずきましょう

③【美化活動等】豊かな自然と調和

したまちの美観を守り、緑豊かな美

しいまちにしましょう

④【芸術文化、伝統芸能、文化財保護、

景観保全活動等】自然・景観や伝統、

文化をはじめ、世界に誇る京都の財

産を大切に守り伝えましょう

⑤【観光関係等】国内外から訪れる

人をおもてなしのこころで迎え、感

動していただけるまちをきずきま

しょう

個人の部
柴田　勝子さん（勧修学区）

長谷川　千代美さん（勧修学区）

神井　壽治さん（山階学区）

小川　孝子さん（鏡山学区）

大久保　和夫さん（音羽学区）

當野　晃司さん（音羽学区）

宮本　法雄さん（陵ヶ岡学区）

針口　惠治さん（大宅学区）

藤田　晃一さん（大宅学区）

岩佐　敏子さん（山階南学区）

小山　好弘さん（百々学区）

柿本　政昭さん（大塚学区）

相井　満一さん（大塚学区）

舟槻　昭子さん（小野学区）

山田　正雄さん（西野学区）

井　栄作さん（西野学区）

団体の部
さんかい南部会、陵ヶ岡しらゆりク

ラブ

●問合せ先／区まちづくり推進担

当（☎592-3088）

京都市市民憲章推進者区長表彰が
行われました

３月12日、区民と市政をつなぐパイプ

役としてご活躍されている山科区市政協

力委員連絡協議会の各学区会長と門川京

都市長との懇談会が開かれました。

懇談会では、連絡協議会会長会の野口

代表が、「環境分野や地域の安心・安全に

関する活動にリーダーシップを取りなが

ら取り組みを推進していきたい」とあい

さつされました。また、市長からは、日ごろの協力や活動に対する感謝と、市

政の発展に向けて、より一層の協力を呼びかけられ、市長と参加者との意見

交換が行われました。

●問合せ先／区まちづくり推進担当（☎592-3088）

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

■平成26年度介護保険料通知書の
送付について
　65歳以上の方（介護保険第１号被
保険者）を対象に、平成26年度の介
護保険料の通知書を、４月下旬まで
にお届けします。
　今回の通知書でお知らせする保険
料は、平成25年度の市民税をもとに
仮に計算したものです。平成26年度
の市民税が確定した後の７月に保
険料を計算し直し、改めて確定した
保険料の通知書をお届けします。
　通知書に納付書がついている場合
は、納期限までに最寄りの金融機関ま
たはゆうちょ銀行（郵便局）でお納めくだ
さい。
○平成26年４月の年金から保険料
の引き落としが開始となる方・口座
振替の方＝納付書は付いていませ
ん。
○平成26年６月の年金から保険料
の引き落としが開始となる方＝今回
の通知書には４月分・５月分の２枚
の納付書が綴られています。
○それ以外の方＝今回の通知書には
４月分から６月分までの３枚の納
付書が綴られています。
　毎月、納付書でお納めいただく方に
は、便利な口座振替をお勧めします。
どうぞ御利用ください。
　申し込みは、次の１～３のものを
お持ちになり、取引口座のある金融
機関・ゆうちょ銀行（郵便局）で申し
込みください。

どもたちの明るい未来を映画に託し
た、大地泰雄が企画・主演した映画

「じんじん」の上映会を開催します。
５月５日（月・祝）１回目10:30～、

２回目14:00～（上映時間約２時間）。
550名。 一般・シニア（ 60歳以上）

1,000円／障がい者・小学生以上高
校生まで800円※全席自由。 不要。
・ 東部文化会館（☎502-1012）
■山科図書館（☎581-0503）
［子ども読書の日］おたのしみ会

４月19日（土）11:00～
４月20日（日）11:00～
講演会＜山科を知ろう第２弾＞
５月１日（木）17:00～

「中世の史料で考える『安祥寺下寺の
所在地』」
講師:島田雄介氏（洛東高等学校教諭）
よんでよんで赤ちゃんの会
５月12日（月）11：00～。

赤ちゃん絵本の読み聞かせ
テーマ図書の展示と貸し出し
５月　一般書「憲法」/「お金」、えほ
ん「きょうりゅう」
絵の展示（幼児コーナー）
４・５月はアヴェ・マリア幼稚園児
の作品
■移動図書館「こじか号」巡回
（☎801-4196）
４月23日（水）
10:00～10:40　 大塚小学校
11:00～11:40　 大宅小学校
４月28日（月）　
10:00～10:50　 西野山分譲集会所前
11:10～11:40　 山階南小学校
13:00～13:40　 陵ヶ岡小学校
■地域子育て相談事業
①こいのぼりをつくろう
４月23日（水）14：00～。車での来園

可能
②園庭で元気に遊ぼう!!
５月14日（水）14:00～。車での来

園不可能（雨天時のみ車での来園
可）。※雨天時はボール遊び。
①、②ともアヴェ・マリア幼稚園

（御陵中筋町３）。 ①、②とも１歳
５ヶ月～。 ①、②とも200円（おや
つ・お茶付）。 ①４月16日、②５月
９日までに要（電話にて）。 アヴェ・
マリア幼稚園（☎592-6404）

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

■献血会
４月25日（金）10:00～11:30と12:30～

16:00。 百々自治会館（百々小学校）。
５月12日（月）10:00～11:30と12:30

～16:00。 山科団地市営住宅集会所。
５月19日（月）10:00～11:30と12:30

～15:30。 陵ヶ岡小学校。 区保健セ
ンター管理担当（☎592-3474）

特別徴収（年金からの引落し）の方
　平成25年度から引き続き、特別徴
収される方は、平成26年２月に特別
徴収された額と同額の保険料額が、
平成26年４、６、８月に支給される
年金から特別徴収されます（仮徴
収）。平成26年度の正式な保険料額
と、平成26年10、12月および27年２
月に特別徴収する保険料額について
は、７月にお知らせします（平成26
年４月にお知らせは送付しません）。
　平成26年４月から新たに保険料
が特別徴収される方は、平成25年度
の保険料額に基づいて平成26年４、
６、８月に特別徴収する額を決定し
ています（該当の方に、別途お知ら
せを送付しています）。
普通徴収（納付書による納付または口
座振替）の方
平成26年度の正式な保険料額と、

７月～平成27年３月の納付額は、平
成26年度の市民税額決定後、７月に
お知らせします（平成26年４月にお
知らせは送付しません）。４月から
６月の納付はありません。 区保険
年金課資格担当（☎592-3105）

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

■無料法律相談
毎週水曜日（閉庁日を除く）。13:15

～15:45（受付終了15:15）。 区第２
会議室。 15名。 当日８:30から整
理券配布。先着順。 区まちづくり
推進担当（☎592-3088）
■無料行政相談
５月８日（木）13:30～16:00。 区

第２会議室。 区まちづくり推進担
当（☎592-3088）
■行政書士の市民困りごと無料相談
５月20日（火）14:00～16:00。 区

第２会議室。 京都府行政書士会第
６支部事務局（☎583-3230）

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

■児童館・学童保育所まつり
　やんちゃワールド2014～きて！みて！
あそびのたからばこ～
　午前は、児童館とっておきの遊び
や工作、ゲームをします。午後は、大
学生による演舞「よさこい」を鑑賞
します。乳幼児コーナー、０・１・２・
３ひろばは、終日開催します。
５月17日（土）10:00～15:00。 音

羽小学校および音羽児童館。 無料。
公益社団法人京都市児童館学童連

盟（☎256-0280）、市児童家庭課（☎
251-2380）
■ゴールデンウィーク特別上映会　
映画「じんじん」
ひとりの俳優が絵本の里で見た子

　前年の所得が基準以下の場合、申
請により保険料の全額または一部の
納付が免除される制度です。
平成26年４月からの主な変更点
これまではさかのぼって国民年金

保険料の免除が申請できる期間は、
直前の７月（学生納付特例は直前の
４月）までの１年以内でしたが、平
成26年４月からは申請時点の２年
１カ月前までさかのぼって免除を申
請することができるようになりま
した。
○免除期間の取扱い
　老齢、障害基礎年金等の受給資格
を判断する期間に算入されますが、
老齢基礎年金の年金額を計算すると
きは、保険料を納付した場合に比べ、
・全額免除期間は２分の１

文字の
見方

費用
必要なもの
申し込み方法
問合せ先

日時
場所
対象
定員

・半額免除期間は４分の３
・４分の３免除は８分の５
・４分の１免除は８分の７
の額にそれぞれ減額されます（免除
されていない分の保険料を納付しな
ければ未納扱いになります）。
○免除基準
・申請者、配偶者、世帯主の前年所得
をもとに決定します。
・失業や災害により納付が困難な場
合は、本人所得に関わらず承認され
る場合があります。
※学生でない30歳未満の方は、申請
者、配偶者のみの前年所得が基準以
下の場合、申請により保険料の納付
が猶予されます（若年者納付猶予制
度）。ただし、猶予期間は老齢、障害
基礎年金等の受給資格を判断する期

間に算入されますが、老齢基礎年金
の年金額には反映しません。
○平成25年度（平成25年７月から平
成26年６月）に全額免除または若年者
納付猶予が承認された方
引き続き免除等を希望される場

合、継続申請の手続きをされた方は、
申請書の提出は不要です。継続申請
をしていない方、または失業等を理
由に承認された方は、申請書の提出
が必要です。
学生納付特例制度について
　学生の方で、前年の所得が基準以
下の場合は、申請により保険料の納
付が猶予される制度です。申請には
学生証等が必要です。
○対象者
　大学、大学院、短期大学、高等学校、
高等専門学校、専修学校、各種学校

（１年以上の課程に在籍）等に在籍す

る昼間部、夜間部、定時制、通信制課
程に在学の学生、生徒
○学生納付特例期間の取扱い
老齢、障害基礎年金等の受給資格

を判断する期間に算入されますが、
老齢基礎年金の年金額には反映しま
せん。
○学生納付特例基準
・申請者の前年所得をもとに決定し
ます。
・失業や災害により納付が困難な場
合は、所得に関わらず承認される場
合があります。
○平成25年度学生納付特例が承認さ
れた方
　引き続き申請される方は、年金事
務所から送付された申請書（ハガキ）
を４月中に提出してください。
●問合せ先／区保険年金課保険給
付・年金担当（☎592-3109）

１「介護保険料の通知書」
２「預金通帳」または「貯金通帳」
３「口座届出印」
　平成26年2月に年金から保険料が
引き落とされた方
　今回の通知はありません。４月・
６月・８月の年金からの引き落とし
は２月と同額の保険料額となりま
す。平成26年度の確定した保険料額
と10月以降の引き落とし額は、７月
にお知らせします。
　また、譲渡所得等により平成25年
度の保険料段階が大きく変更になっ
た方は、申請により平成26年８月の
年金から引き落とし額を変更できる
場合があります。平成26年５月中に
手続きを行ってください。
区福祉介護課介護保険担当（☎

592-3290）
■国民健康保険からのお知らせ
―保険料の納付は、口座振替をご利用
ください―

口座振替をご利用になりますと、
毎月納めに行く手間が省け、納め忘
れの心配もなくとても便利です。
申し込みは、領収書または納入通

知書など国民健康保険記号番号（後
期高齢者医療制度は、被保険者番号
と徴収番号）のわかるもの、預金（貯
金）通帳、口座の届出印をお持ちのう
え、お取引のある金融機関、郵便局、
または区保険年金課のいずれかの窓
口へお越しください。
申し込み後、手続きが完了するま

で２カ月ほど掛かります。お早目に
申し込みください。
※国民健康保険の口座振替は、一部
の金融機関については、キャッシュ
カードをお持ちであれば保険年金課
窓口で申し込み手続きが完了しま
す。
※特別徴収の対象の方で、口座振替
での納付に変更することを希望され
る場合は、区保険年金課へ口座振替
の申し込みと併せて納付方法の変更
をお申し出ください。 区保険年金
課資格担当（☎592-3105）
保険料の納め忘れはありませんか
　保険料の負担の公平性を保つた
め、災害その他の特別の事情もなく
保険料を滞納している世帯に対して
は、財産などについて調査し、給与、
預貯金、不動産、生命保険、年金等の
財産を差し押さえることがありま
す。保険料の滞納がある場合は至急
納付してください。 区保険年金課
徴収推進担当（☎592-3107）
■後期高齢者医療制度からのお知らせ
　平成26年度の後期高齢者医療保険
料の額や納付方法は、次のとおりです。

国民年金保険料免除制度について

4月30日（水）は、固定資産税・都市
計画税第１期分の納期限です。
○納期限を過ぎると、延滞金がか
かります。ただし、算出された延
滞金額が1,000円未満の場合はか
かりません。
○市税の納付には、便利で確実な
口座振替をご利用ください。
課税内容／土地家屋＝区固定資

産税課（☎592-3164）償却資産＝
市資産税課（☎213-5214）、納付相
談／土地家屋＝区納税課（☎592-
3310）償却資産＝市納税推進課（☎
213-5468）、口座振替／市納税推進
課（☎213-5466）

平成25年３月から一年間の実

証運行（午前・午後各１便）を行っ

ている京阪バス鏡山循環系統バ

スが、鏡山自治連合会と区役所が

連携した「地域と連携したモビリ

ティ・マネジメント事業」の取組に

よって乗客数が伸び、更に一年間

延長されることになりました。多

くの方のご利用で本格運行につな

げましょう。

※モビリティ・マネジメント

「過度に自動車に頼る状態」から「公共交通や徒歩等を含めた多様な交通手

段を適度に利用する状態」へと少しずつ変えていく一連の取組

●問合せ先／区まちづくり推進担当（☎592-3088）

鏡山循環系統バス実証運行が延長になりました！

公共交通をより使いやすいもの

とするため、バス、各鉄道の時刻表

と路線図の情報を記載した山科区

内の「地下鉄周辺おでかけマップ」

を平成26年３月のダイヤ改定にあ

わせて、山科駅（御陵駅含む）、東野

駅、椥辻駅、小野駅について作成・改

訂しました。各マップは、各地下鉄

駅の近隣の各学区に配布するとと

もに、各地下鉄駅、JR・京阪山科駅、

京阪バス山科駅案内所および山科

山科区内の“地下鉄周辺おでかけマップ”を改訂しました
区役所等に配架します。

●問合せ先／区まちづくり推進担当

（☎592-3088）

ごみの減量を進めるため、各種取

組に助成します。

①コミュニティ回収登録団体募集
●対象／地域で自主的に古紙・古着・

缶・びん等を回収する団体

●募集数／全市で300件

●助成内容／チラシの作成や回収

等に必要な費用の一部

●助成額／年間10,000円～15,000円

（応募時期・回収品目により異なる）

②使用済てんぷら油回収登録団体募集
●対象／家庭から排出される使用

済てんぷら油を定期的に回収する団

体・個人

●募集数／全市で100件

●助成内容／チラシの作成や油の回

収に必要な費用の一部

●助成額／年間5,000円～20,000円

（応募時期・回収拠点数により異なる）

③落ち葉等堆肥化活動団体募集
●対象／落ち葉等の堆肥化を行う

概ね10世帯以上の市民団体

●募集数／全市で30件

●助成内容／チラシの作成や堆肥

化活動に必要な費用

●助成額／上限50,000円

●申し込み／申込書（区役所で配布）

にご記入のうえ、①②は平成27年３

月31日（火）、③は２月27日（金）必

着でお申し込みください。いずれも

その他要件・審査有。

●問合せ先／山科エコまちステー

ション（☎366-0184 FAX366-1377）

ごみ減量の取組に関する助成制度のお知らせ

市では、障害のある方の日常生活の相談や福祉サービスの利用援助などを行

う「障害者地域生活支援センター」を設置しています。平成26年４月から、｢か

らしだねセンター｣が相談対象者を精神障害のある方から３障害（身体・知的・

精神）に拡大し、全てのセンターにおいて３障害対応で相談に応じますので、ど

うぞ御利用ください。

障害者地域生活支援センターを御利用ください

センター名 住　所 連絡先
からしだねセンター

※精神単独から３障害に対象拡大 山科区勧修寺東出町75 ☎  574-2800
FAX  574-0025

らくとう 山科区竹鼻外田町８
エスポワール京都101号

☎  591-8856
FAX  502-0084

だいご 伏見区醍醐高畑町30-１
パセオダイゴロー北館２階

☎  634-5568
FAX  634-5574

【運行経路図】
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＜東部圏域（山科区）のセンター一覧＞


